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　は問い合わせ先です 

65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
は
、

負
担
能
力
に
応
じ
た
負
担
を
し
て
い
た

だ
く
こ
と
か
ら
、
国
の
基
準
に
よ
り
５

段
階
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
独
自
施
策
と
し
て
次
の
条

件
を
す
べ
て
満
た
す
方
を
対
象
に
、
単

年
度
の
減
額
措
置
を
実
施
し
ま
す
。

該
当
さ
れ
る
方
は
申
請
を
お
願
い
し

ま
す
。

■
対
象
者
お
よ
び
基
準

①
平
成
16
年
度
の
介
護
保
険
料
の
所
得

段
階
区
分
が
、
第
１
段
階
（
生
活
保
護

受
給
者
を
除
く
）
ま
た
は
第
２
段
階
で

あ
る
こ
と
。

②
前
年
の
年
間
収
入
が
65
万
円
以
下

（
世
帯
員
が
１
名
増
す
ご
と
に
35
万
円

を
加
算
し
た
額
）
で
あ
る
こ
と
。

③
預
貯
金
な
ど
の
額
が
、
第
１
段
階
の

世
帯
は
65
万
円
（
２
人
以
上
の
世
帯
は

１
０
０
万
円
）、
第
２
段
階
の
世
帯
は

１
０
０
万
円
（
２
人
以
上
の
世
帯
は
１

３
５
万
円
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

④
自
己
の
居
住
用
を
除
き
、
処
分
可
能

な
不
動
産
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
。

⑤
市
町
村
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方

の
扶
養
や
仕
送
り
を
受
け
て
い
な
い
こ

と
。

■
減
額
内
容

第
１
段
階
の
方
は
、
第
１
段
階
の
保

険
料
の
半
額
に
、
第
２
段
階
の
方
は
、

第
１
段
階
の
保
険
料
額
に
減
額
し
ま
す
。

■
減
額
の
申
請

減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
は
、
申

請
が
必
要
で
す
の
で
、
期
限
ま
で
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
受
付
後
、
実
態
調
査
な
ど
に
よ

り
内
容
の
審
査
を
行
い
、決
定
し
ま
す
。

■
申
請
受
付
期
間

８
月
16
日（
月
）〜
10
月
15
日（
金
）

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

■
申
請
受
付
場
所

市
庁
舎
１
階
税
務
課

M
税
務
課
介
護
保
険
料
係

0
２
２
―
１
３
１
３

国
民
生
活
金
融
公
庫
は
、
主
に
中
小

企
業
に
事
業
資
金
を
融
資
す
る
こ
と
を

目
的
に
設
立
さ
れ
た
、
全
額
政
府
出
資

の
政
府
系
金
融
機
関
で
す
。

公
庫
の
融
資
制
度
は
、
固
定
金
利
で

長
期
の
返
済
が
可
能
。
大
変
利
用
し
や

す
く
な
っ
て
い
ま
す
。

【
融
資
制
度
の
一
例
】

・
国
の
事
業
ロ
ー
ン

融
資
限
度
額
　
４
、
８
０
０
万
円

返
済
期
間
　
　
５
年
・
10
年

利
　
率
　
年
1.7
％

M
国
民
生
活
金
融
公
庫
仙
台
支
店

0
０
２
２
―
２
２
２
―
５
１
７
３

■
白
石
の
風
景
50
選
実
行
委
員
会
か
ら
　

７
月
に
配
布
し
た
白
石
の
風
景
50
選

の
入
選
作
品
の
う
ち
、
18
頁
「
往
時
の

名
残
」
の
撮
影
場
所
を
、
山
中
七
ケ
宿

街
道
・
上
戸
沢
宿
か
ら
下
戸
沢
宿
に
訂

正
い
た
し
ま
す
。

市
で
は
、
心
身
に
障
害
の
あ
る
方
に

心
身
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
や
社
会
活
動
を

促
す
よ
う
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
利
用
料
金

の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。
お
気
軽

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
利
用
で
き
る
方

次
の
手
帳
・
証
書
な
ど
を
お
持
ち
の

方
本
人
と
介
助
者
の
方
１
名

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特
別
児
童

扶
養
手
当
受
給
者
証
、
特
定
疾
患
医
療

受
給
者
証

■
対
象
施
設

益
岡
公
園
、
白
石
川
緑
地
、
岩
崎
公

園
庭
球
場
、
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
（
旧

勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー
）、
ス
パ
ッ
シ

ュ
ラ
ン
ド
し
ろ
い
し
、
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ

ー
ブ
、
み
や
ぎ
蔵
王
白
石
ス
キ
ー
場

■
助
成
額

対
象
施
設
ご
と
に
週
２
回
を
限
度
と

し
て
使
用
料
の
半
額
を
助
成
し
ま
す
。た

だ
し
、１
日
以
内
を
単
位
と
す
る
も
の
に

限
り
ま
す（
個
人
会
員
券
、市
民
会
員
券
、

シ
ー
ズ
ン
券
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
）。

■
利
用
方
法

施
設
の
窓
口
で
、
手
帳
ま
た
は
証
書

な
ど
を
提
示
し
、
介
助
人
も
含
め
た
障

害
者
ス
ポ
ー
ツ
利
用
助
成
券
の
交
付
を

受
け
、
使
用
料
か
ら
助
成
額
を
差
し
引

い
た
額
を
納
付
く
だ
さ
い
。

M
福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

0
２
２
―
１
４
０
０

住
宅
金
融
公
庫
の
住
宅
ロ
ー
ン
を
返

済
中
で
、
最
近
の
不
況
に
伴
う
失
業
や

収
入
の
減
少
な
ど
で
返
済
に
お
困
り
の

方
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
返
済
方
法

の
変
更
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

①
返
済
期
間
の
延
長
（
最
長
15
年
）

②
元
金
据
置
期
間
の
設
定（
最
長
３
年
）

③
元
金
据
置
期
間
中
の
金
利
引
き
下
げ

こ
の
ほ
か
、各
世
帯
の
事
情
に
応
じ
、

返
済
方
法
の
変
更
も
行
っ
て
い
ま
す
。

M
住
宅
金
融
公
庫
東
北
支
店

0
０
２
２
―
２
２
７
―
５
０
０
３

ま
た
は
現
在
返
済
中
の
金
融
機
関
ま
で

東
保
育
園
敷
地
内
の「
ひ
こ
う
せ
ん
」

は
、
発
達
に
心
配
の
あ
る
お
子
さ
ん
と

ご
家
族
の
た
め
の
通
園
施
設
で
す
。

園
開
放
日
の
際
や
電
話
な
ど
で
相
談

も
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

■
園
開
放
日

毎
月
第
２
・
第
４
木
曜
日（
２
月
ま
で
）

９
時
30
分
〜
11
時

※
変
更
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

事
前
に
電
話
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

M
ひ
こ
う
せ
ん
　
0
２
５
―
２
１
７
２

福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

0
２
２
―
１
４
０
０

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
助
成
事
業
を
大
い
に
利
用
し
よ
う
！

介
護
保
険
料
の
減
額
申
請
に
つ
い
て

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
遺
族
基
礎
年
金
を
ご
存
じ
で
す
か

●
年
金
を
受
け
ら
れ
る
条
件

国
民
年
金
の
加
入
者
で
、
老
齢
基
礎

年
金
を
受
け
て
い
る
方
、
ま
た
は
受
給

資
格
期
間
を
満
た
し
た
方
が
亡
く
な
っ

た
時
、
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
子
の

い
る
妻
、
ま
た
は
子
が
受
け
ら
れ
ま
す

（「
子
」
と
は
、
受
給
権
を
得
た
時
が
、

18
歳
に
な
る
年
度
以
前
の
子
、
ま
た
は

20
歳
未
満
で
障
害
等
級
が
１
・
２
級
の

状
態
の
方
を
い
い
ま
す
）。

死
亡
日
の
前
々
月
ま
で
の
加
入
期
間

中
、
保
険
料
を
納
付
し
た
期
間
と
保
険

料
免
除
期
間
が
３
分
の
２
以
上
あ
る
こ

と
（
死
亡
日
が
平
成
18
年
３
月
31
日
以

前
の
と
き
は
、
死
亡
日
の
前
々
月
ま
で

の
１
年
間
に
未
納
が
な
い
こ
と
）
が
条

件
で
す
。

●
年
金
額
（
平
成
16
年
度
）

７
９
４
、
５
０
０
円

（
月
額
６
６
、
２
０
８
円
）

※
子
の
人
数
に
よ
り
加
算
さ
れ
ま
す
。

■「
年
金
電
話
番
」を
ご
利
用
く
だ
さ
い

「
年
金
電
話
番
」
は
、
年
金
の
質
問

に
対
し
て
、
音
声
案
内
に
従
っ
て
番
号

を
押
し
て
操
作
す
る
と
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
が
自
動
的
に
音
声
や
フ
ァ
ッ
ク
ス

で
お
答
え
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

●「
年
金
電
話
番
」
の
電
話
番
号

0
０
２
２
―
２
１
５
―
６
６
６
６

利
用
時
間
は
24
時
間
・
年
中
無
休
で

す
。
電
話
回
線
が
プ
ッ
シ
ュ
回
線
の
場

合
は
、
＃
８
６
６
６
（
局
番
な
し
の
全

国
共
通
）
で
つ
な
が
り
ま
す
。

☆
「
年
金
電
話
番
」
の
質
問
と
回
答
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
。（http://w

w
w
.sia.go.jp

）

※
法
令
な
ど
の
改
正
時
に
、
案
内
サ
ー

ビ
ス
を
中
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
保
険
料
は
口
座
振
替
が
便
利
で
す

仕
事
が
忙
し
く
て
、
つ
い
う
っ
か
り

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
を
忘
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

保
険
料
は
、
毎
月
納
付
期
限
ま
で
に

必
ず
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

納
め
忘
れ
が
あ
る
と
、
年
金
額
が
少
な

く
な
っ
た
り
、
全
く
受
給
で
き
な
く
な

っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

年
金
を
確
実
に
受
給
す
る
た
め
、

「
口
座
振
替
制
度
」の
ご
利
用
を
お
勧
め

し
ま
す
。
口
座
振
替
に
す
る
と
、
毎
月

指
定
の
金
融
機
関
の
口
座
か
ら
保
険
料

が
自
動
的
に
引
き
落
と
さ
れ
ま
す
。
金

融
機
関
に
行
く
手
間
が
省
け
、
便
利
で

し
か
も
、納
め
忘
れ
が
な
く
確
実
で
す
。

手
続
き
は
、
①
国
民
年
金
保
険
料
納

付
案
内
書
（
年
金
手
帳
）、
②
預
金
（

貯
金
）
通
帳
、
③
通
帳
届
出
印
を
お
持

ち
に
な
っ
て
、
口
座
の
あ
る
金
融
機
関

や
郵
便
局
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

〈
社
会
保
険
事
務
局
大
河
原
事
務
所
〉

0
０
２
２
４
―
５
１
―
３
１
１
１

M
市
民
課
国
民
年
金
相
談
係

0
２
２
―
１
３
１
２

●
入
所
資
格

市
内
に
居
住
す
る
15
歳

以
上
の
方
で
、
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
困

難
な
知
的
障
害
な
ど
心
身
に
障
害
の
あ

る
通
所
可
能
な
方
。

●
募
集
人
員

４
名

●
開
所
時
間

９
時
か
ら
16
時
ま
で

（
土
・
日
・
祝
、
年
末
年
始
な
ど
は
休

所
日
）

●
作
業
内
容

箱
折
り
・
ヒ
ュ
ー
ズ
加

工
・
陶
芸
な
ど
の
製
作
作
業
や
清
掃
、

体
力
づ
く
り
な
ど
の
生
活
訓
練

●
入
所
申
請
手
続
き

福
祉
事
務
所
、

市
民
課
（
福
祉
総
合
窓
口
）
ま
た
は
、

や
ま
ぶ
き
園
に
用
意
し
て
い
る
申
請
書

に
所
要
事
項
を
記
入
の
上
、
福
祉
事
務

所
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

M
福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

0
２
２
―
１
４
０
０

今
年
５
月
、「
裁
判
員
の
参
加
す
る

刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
」
が
公
布
さ

れ
、
今
後
５
年
以
内
に
「
裁
判
員
制
度
」

が
実
施
さ
れ
る
予
定
に
な
り
ま
し
た
。

■
裁
判
員
制
度
と
は
？

国
民
か
ら
選
ん
だ
裁
判
員
（
原
則
６

名
）
と
職
業
裁
判
官
（
原
則
３
名
）
が

協
力
し
て
刑
事
裁
判
を
行
う
制
度
で

す
。

■
ど
の
よ
う
な
事
件
が
対
象
に
？

対
象
と
な
る
事
件
は
、
殺
人
や
強
盗

致
死
傷
、誘
拐
な
ど
の
重
大
犯
罪
で
す
。

■
裁
判
員
の
選
び
方
は
？

20
歳
以
上
の
国
民
の
皆
さ
ん
か
ら
、

事
件
ご
と
に
く
じ
な
ど
で
選
び
ま
す
。

■
裁
判
員
の
仕
事
や
役
割
は
？

裁
判
員
に
選
ば
れ
た
ら
、
裁
判
官
と

一
緒
に
刑
事
事
件
の
法
廷
に
立
ち
会

い
、
判
決
ま
で
関
与
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
法
廷
で
は
、
証
拠
書
類
の
取
り

調
べ
や
質
問
な
ど
を
行
い
ま
す
。
そ
し

て
、
裁
判
官
と
一
緒
に
議
論
し
て
有
罪

か
無
罪
か
、
ど
ん
な
刑
に
す
る
べ
き
か

を
決
定
し
ま
す
。

M
仙
台
地
方
裁
判
所
事
務
局
総
務
課

0
０
２
２
―
２
２
２
―
６
１
１
１

宅
地
内
の
排
水
管
や
汚
水
ま
す
は
、

各
家
庭
に
管
理
（
清
掃
や
点
検
な
ど
）

を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

汚
水
ま
す
の
ふ
た
は
、
簡
単
に
開
け

る
こ
と
が
で
き
、
詰
ま
り
な
ど
を
確
認

で
き
ま
す
。
年
１
回
程
度
、
ま
す
の
ふ

た
を
開
け
、
中
に
た
ま
っ
て
い
る
も
の

が
あ
れ
ば
取
り
除
き
、
ト
イ
レ
や
台
所

な
ど
か
ら
の
排
水
が
す
ぐ
に
流
れ
る
か

確
認
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

市
で
は
、
清
掃
や
点
検
な
ど
に
つ
い

て
、
業
者
を
派
遣
し
て
い
ま
せ
ん
。
工

事
や
設
備
の
相
談
は
、
市
公
認
排
水
設

備
業
者
に
お
願
い
し
ま
す
。

水
洗
化
工
事
の
お
済
み
で
な
い
方

も
、
よ
り
よ
い
水
環
境
を
守
る
た
め
に

も
早
急
に
整
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

M
下
水
道
課
　
0
２
２
―
１
３
２
７

退
職
自
衛
官
は
、
団
体
生
活
で
培
わ

れ
た
指
導
力
と
協
調
性
に
富
ん
で
い
ま

す
。
ま
た
、
強
い
責
任
感
と
不
屈
の
精

神
力
を
持
ち
、
体
力
・
気
力
も
身
に
つ

け
て
い
ま
す
。

年
齢
は
、若
年
退
職
者
が
20
〜
25
歳
、

定
年
退
職
者
が
54
〜
55
歳
で
す
。

M
退
職
自
衛
官
仙
台
無
料
職
業
紹
介
所

0
０
２
２
―
２
２
７
―
２
６
１
０

宮
城
地
方
連
絡
部
船
岡
地
区
援
護
セ
ン
タ
ー

0
０
２
２
４
―
５
５
―
２
３
０
１

裁
判
員
制
度
の
お
知
ら
せ

企
業
の
発
展
に

退
職
自
衛
官
を

下
水
道
課
か
ら
の
お
願
い

福
祉
作
業
所
や
ま
ぶ
き
園
の

利
用
者
を
募
集
し
て
い
ま
す

国
民
生
活
金
融
公
庫

融
資
制
度
の
ご
案
内

「
白
石
の
風
景
50
選
」記
念
誌
の

訂
正
に
つ
い
て

住
宅
金
融
公
庫
か
ら
の

お
知
ら
せ

「
ひ
こ
う
せ
ん
」か
ら
の
お
知
ら
せ

８
月
中
旬
か
ら
９
月
下
旬
ご
ろ
に
か

け
て
、
赤
・
ピ
ン
ク
・
白
色
約
１
万
３

千
株
の
花
が
見
ご
ろ
を
迎
え
ま
す
。

M
都
市
計
画
課
　
0
２
２
―
１
３
２
５

ス
パ
ッ
シ
ュ
ラ
ン
ド
パ
ー
ク
の

サ
ル
ス
ベ
リ
の
花
が
見
ご
ろ
に




